
受任

打合せ

調査・出願

登録査定

登録査定

拒絶理由通知

補正・意見書

商標登録出願クイックガイド

費用は、指定商品・役務が１区分で、先行商標の調査を行った場合です。

ここに記載した以外の費用が発生する場合もあります。

時間 フロー 費用

事務所　 \60,000

特許庁　 \12,000

合計　   \72,000

事務所　 \60,000

特許庁　      \0

合計　   \60,000

事務所 　 \5,000

特許庁　 \37,600 

合計　   \42,600

最短２日

６月～１年

１月～３月程度

先行商標の調査を行い、拒絶理由通知がなく登録査定を得られた場合の出願から登録までの総費用：\114,600

(10 年分一括納付の場合）


